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議事日程 

         諸般の報告 

      第１ 会議録署名議員の指名 

      第２ 会期の決定 

      第３ 議第６７号から議第９５号まで一括上程 

         （平成２９年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 他２８

件） 

         提案理由説明 

      第４ 決算特別委員会の設置及び委員の選任 

         諸般の報告（決算特別委員会の正副委員長の互選結果の報告） 

市長提出議案 

     議第６７号 平成２９年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議第６８号 平成２９年度野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

     議第６９号 平成２９年度野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 

     議第７０号 平成２９年度野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議第７１号 平成２９年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

     議第７２号 平成２９年度野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

     議第７３号 平成２９年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

     議第７４号 平成２９年度野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

     議第７５号 平成２９年度野洲市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

     議第７６号 平成２９年度野洲市水道事業会計決算の認定について 
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     議第７７号 平成２９年度野洲市下水道事業会計決算の認定について 

     議第７８号 平成２９年度野洲市病院事業会計決算の認定について 

     議第７９号 平成３０年度野洲市一般会計補正予算（第５号） 

     議第８０号 平成３０年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第８１号 平成３０年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     議第８２号 平成３０年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

     議第８３号 平成３０年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第２号） 

     議第８４号 平成３０年度野洲市病院事業会計補正予算（第１号） 

     議第８５号 野洲市余熱利用施設条例 

     議第８６号 野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

     議第８７号 野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

     議第８８号 野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の

一部を改正する条例 

     議第８９号 野洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

     議第９０号 野洲市農村集落多目的共同利用施設条例の一部を改正する条例 

     議第９１号 財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

     議第９２号 平成２９年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

     議第９３号 平成２９年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

     議第９４号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

     議第９５号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（矢野隆行君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから平成３０年第６回野洲市議会定例会を開会致します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 
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 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は、１７人全員であります。 

 本日の議事日程は、既に配付致しました議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元の文書のとおり

であります。 

 また、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、第２７期野洲市湖岸開発株式

会社事業報告書及び財務諸表並びに第２８期野洲市湖岸開発株式会社事業計画書及び財務

諸表が、さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき

健全化判断比率及び資金不足比率の報告がそれぞれ市長から提出され、お手元に配付して

おきましたので、ご確認お願い致します。 

 （日程第１） 

○議長（矢野隆行君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第４番、橋 俊明議員、第５番、

坂口重良議員を指名致します。 

 （日程第２） 

○議長（矢野隆行君） 日程第２、会期の決定を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 本定例会の会期は、本日から９月２６日までの２９日間に致したいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２６日まで

の２９日間と決定致しました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、配付済みの会期日程のとおりであります。 

 （日程第３） 

○議長（矢野隆行君） 日程第３、議第６７号から議第９５号まで、平成２９年度野洲市

一般会計歳入歳出決算の認定について他２８件を一括議題と致します。 

 事務局長が、議案を朗読致します。 

 瀬川局長。 

○議会事務局長（瀬川俊英君） 朗読致します。 

 議第６７号平成２９年度野洲市一般会計歳入歳出決算の認定について他決算認定１１件。 
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 議第７９号平成３０年度野洲市一般会計補正予算（第５号）他補正予算５件。 

 議第８５号野洲市余熱利用施設条例他条例制定・改正５件。 

 議第９１号財産の取得について（消防ポンプ自動車）他その他の案件２件。 

 議第９４号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて他人事案件１件。 

 以上です。 

○議長（矢野隆行君） 議案の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求めま

す。 

 山仲市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、平成３０年第６回野洲市議会定例会を招集致しましたところ、議員の皆様

には、全員ご出席を賜り、お礼を申し上げます。 

 それでは、今議会に提案致します議案につきまして、ご説明申し上げます。 

 本定例会におきましては、議案と致しまして、平成２９年度決算の認定１２件、補正予

算６件、条例の制定・改正６件、その他３件、人事案件２件の合計２９件を提案致します

ので、ご審議、ご採決をよろしくお願い申し上げます。 

 まず、議第６７号から議第７８号までの平成２９年度各会計決算の認定についてご説明

申し上げます。 

 議第６７号野洲市一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算額は１９９憶２５８

万２，３８３円、歳出決算額は１９４憶７，２９２万９，４２６円で、歳入歳出差引額は

４憶２，９６５万２，９５７円となり、翌年度へ繰り越すべき財源の１，９９９万１，０

００円を控除した実質収支額は４憶９６６万１，９５７円となりました。 

 平成２９年度の一般会計決算の特徴を申し上げますと、歳入では一昨年度に大きく落ち

込んだ法人市民税収が、雇用環境の改善等、景気の緩やかな回復基調が継続する中で約２

億５，０００万円の増加となり、普通交付税の増加もあって、当初予定していた財政調整

基金の取り崩しを減額するとともに、財源手当てのための減収補塡債の発行は必要ありま

せんでした。 

 また、歳出では「市民の安心と安全」を実現するための施策として、市民病院整備に向

けた設計業務の推進や、子育て支援、高齢者対策、特別支援教育の充実や生活困窮者支援

事業などを積極的に推進する一方で、一昨年度に新クリーンセンターの本体施設整備が完

了し、投資的経費が減少したことなどから、決算総額としては、歳入歳出ともに約１０億
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円の縮小となっています。 

 次に、議第６８号野洲市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入

決算額は５６億８０４万２１２円、歳出決算額は５３億９，２７１万２，５１１円で、歳

入歳出差引額は２億１，５３２万７，７０１円となりました。 

 なお、歳出の保険給付費が当初見込みより少なくなったため、歳入で予定しておりまし

た財政調整基金の繰り入れは、見込み額より減額となっております。 

 次に、議第６９号野洲市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決

算額は５億６，８０５万７，６２１円、歳出決算額は５億５，３８５万９，９７６円で、

歳入歳出差引額は１，４１９万７，６４５円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち、１，３５６万１，０００円につきましては、平成３０年度に

繰り越して滋賀県後期高齢者医療広域連合へ納付すべき保険料相当額となっております。 

 次に、議第７０号野洲市介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算

額は３９億８，５４３万２，２７３円、歳出決算額は３８億１，０２２万６，０５２円で、

歳入歳出差引額は１億７，５２０万６，２２１円となりました。 

 なお、決算剰余金のうち、１億３，３８９万４，５３９円については、国庫負担金等の

精算による返還予定額となっています。 

 次に、議第７１号野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして

は、歳入決算額及び歳出決算額とも前年度と同じく７，４５０万円となっています。 

 次に、議第７２号野洲市墓地公園事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算

額は２，７２７万８，６６７円、歳出決算額は２，６２２万４，１８８円で、歳入歳出差

引額は１０５万４，４７９円となりました。 

 なお、さくら墓園の一部通路の舗装修繕及び配水管布設替工事を実施したことなどから、

歳出決算額で８６４万５，６２９円、約５０％の増加となりました。 

 次に、議第７３号野洲市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算につきましては、

歳入決算額は１，３８９万４，２５８円、歳出決算額は１，３８３万５，９３９円で、歳

入歳出差引額は５万８，３１９円となりました。 

 次に、議第７４号野洲市工業団地等整備事業特別会計歳入歳出決算につきましては、歳

入決算額は１１億４，１７５万７，３３７円、歳出決算額は１１億４，１７１万４，９０

０円で、歳入歳出差引額は４万２，４３７円となりました。 

 次に、議第７５号野洲市土地取得特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入決算額及
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び歳出決算額は、いずれも１３億４，２６５万１，６５１円となりました。 

 なお、駅前の市有地を市民病院整備用地として売却し、借入金を繰上償還したことなど

から、対前年度比で１０億３，４９０万５，３５９円、３３６％の大幅な増加となってい

ます。 

 次に、議第７６号野洲市水道事業会計決算につきましては、まず、収益的収入及び支出

ですが、収入決算額が１０億９３７万９７９円に対し、支出決算額が９億２，４０２万４，

７９７円で、収支差引額は８，５３４万６，１８２円の黒字決算となりました。 

 平成２９年度も給水収益が伸び悩む中、引き続き経営改善による支出の抑制によるもの

であり、また、老朽化した施設の更新の財源を確保することを目的として平成２９年４月

より料金改定をしたことなどが主な要因と見ています。 

 なお、税引き後では、７，４８１万４，６５０円の純利益を計上することができました。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が１億１，０６１万５，０８０

円に対し、支出決算額が３億２，６７４万５，４２５円で、資本的収入が資本的支出に対

して不足する額の２億１，６１３万３４５円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額

並びに過年度分損益勘定留保資金で補塡をしたものです。 

 次に、議第７７号野洲市下水道事業会計歳入歳出決算につきましては、まず、収益的収

入及び支出ですが、収入決算額が２２億１，４７８万４１９円に対し、支出決算額が１７

億３，４７１万６，２３９円で、収支差引額は４億８，００６万４，１８０円の黒字決算

となりました。 

 平成２９年度も下水道使用料が伸び悩む中、同年度より地方公営企業法の適用により、

独立採算制の趣旨に沿った運営合理化に努めたことが主な要因と見ています。 

 なお、税引き後では、４億７，１４５万２，０５６円の純利益を計上することができま

した。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が５億５，７５３万１，０００

円に対し、支出決算額が１１億９，２５４万６，３６８円で、資本的収入が資本的支出に

対して不足する額の６億９，３７６万９，３６８円は、消費税及び地方消費税資本的収支

調整額及び引継金並びに当年度分損益勘定留保資金、当年度利益剰余金処分額で補塡をし

たものです。 

 次に、議第７８号野洲市病院事業特別会計歳入歳出決算につきましては、まず、収益的

収入及び支出ですが、収入決算額が４円に対し、支出決算額がゼロ円で、収支差引額は４
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円の黒字決算となりました。 

 平成２９年度におきましては、病院事業の営業が発生しなかったことから、預金利息に

よる事業収益４円に対して、病院事業費用ゼロ円となったもので、純利益についても４円

となっています。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、収入決算額が１１億３，１９５万９，００

０円に対し、支出決算額が１１億３，０４５万１，０１１円で、１５０万７，９８９円の

不用額となりました。 

 なお、不用額については、翌年度以降の運転資金に使用するものです。 

 次に、議第７９号から議第８４号までの平成３０年度一般会計補正予算、特別会計補正

予算並びに野洲市病院事業会計補正予算について、その概要をご説明申し上げます。 

 まず、議第７９号平成３０年度野洲市一般会計補正予算（第５号）につきましては、３

億４，５０３万１，０００円を追加するものです。 

 歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 

 総務費では、財政管理費で平成２９年度一般会計の決算剰余金について、地方財政法第

７条第１項の規定に基づき、２分の１以上を財政調整基金に積み立てるため、２億５００

万円、また、後年度の施設整備への備えとして、公共施設等整備基金への積立金５，００

０万円を追加するものです。 

 また、財産管理費では、設置から１５年近くが経過し、不具合が頻発している市役所本

館及び別館の空調機器の整備費用として１，２４２万円を追加するものです。 

 自治振興費では、コミュニティ助成事業助成金について、自治総合センターからの助成

額が確定したことから、不採択となった事業助成額２，４５０万円を減額するものです。 

 民生費では、障がい者福祉対策費において、湖南地域障害者生活支援センター施設整備

に伴う負担金２，７２９万９，０００円を追加するものです。 

 衛生費では、保健衛生総務費で、病院事業会計における看護学生修学資金貸付金の対象

者が増加したことなどから、病院事業会計への補助金１７０万円、出資金１８５万４，０

００円をそれぞれ追加するものです。 

 教育費では、小学校管理費の小学校施設整備費及び中学校管理費の中学校施設整備費に

おいて、基準に適合していないコンクリートブロック塀の修繕や撤去に係る費用等として、

それぞれ７１８万２，０００円と２０３万７，０００円を追加するものです。 

 また、文化財保護費の受託発掘調査事業費で、大規模な民間開発に伴う受託調査費とし



 －9－

て２，０１９万９，０００円を追加するものです。 

 次に、歳入の主な内容についてご説明申し上げます。 

 地方交付税において、普通交付税の算定結果に基づいて、４，９４５万６，０００円を

増額するものです。 

 国庫支出金では、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の確定や、国民年金届出

様式の改正に伴う財源措置等として８２２万７，０００円を増額するものです。 

 財産収入では、野洲市湖岸開発株式会社の株式配当金として８０万円を追加するもので

す。 

 繰入金では、平成２９年度の特別会計への繰出金額の確定により、精算額として国民健

康保険事業特別会計から３５０万３，０００円、介護保険事業特別会計から２，６５４万

２，０００円の繰り入れを追加するものです。 

 諸収入では、野洲病院への医療機器購入資金貸付に伴う元利収入として９１７万円、大

規模な民間開発に伴う発掘調査原因者負担金として２，２３８万４，０００円などを追加

する一方で、コミュニティ助成事業助成金では、助成金額の確定により２，４５０万円を

減額するものです。 

 市債では、普通交付税の算定結果に基づいて、臨時財政対策債の発行額を１，４０２万

円増額するものです。 

 次に、議第８０号平成３０年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、１億８，２７０万３，０００円を追加するものです。 

 補正の内容と致しましては、前年度の保険給付費の確定による国庫支出金及び療養給付

費交付金の精算や、決算剰余金の一部を国民健康保険事業財政調整基金に積み立てるもの

等であります。 

 次に、議第８１号平成３０年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、１，３５６万１，０００円を追加するものです。 

 補正の主な内容と致しましては、平成２９年度の出納整理期間中に収入致しました保険

料について、後期高齢者医療広域連合納付金で、平成３０年度納付金として支出するもの

等であります。 

 次に、議第８２号平成３０年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、１億７，２３０万４，０００円を追加するものです。 

 主な補正の内容と致しましては、前年度の介護給付費や地域支援事業の額の確定に伴い、
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国、県支出金や、社会保険診療報酬支払基金からの交付金等を精算すると共に、前年度の

人件費及び事務費の精算により一般会計繰出金について所要額を追加する他、決算剰余金

の一部を介護給付費準備基金積立金に積み立てるもの等であります。 

 次に、議第８３号平成３０年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、１０５万３，０００円を追加するものです。 

 補正の内容と致しましては、決算剰余金を墓地公園整備基金へ積み立てるため、追加す

るものです。 

 次に、議第８４号平成３０年度野洲市病院事業会計補正予算（第１号）につきましては、

予算第３条の収益的支出及び予算第４条の資本的支出それぞれに１７０万円を追加するも

のです。 

 補正の内容と致しましては、看護学生修学資金貸付金の対象者が増加したことによる貸

付金の追加や、同貸し付けに係る引当金の計上などです。 

 議第８５号野洲市余熱利用施設条例についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、野洲クリーンセンターの余熱を利用した円滑な事業を実施する

と共に、地域活性化等を図ることを目的に、野洲市余熱利用施設の設置を予定しており、

その開発行為において都市計画法第２９条第１項第３号に定める公益施設としての位置付

けを行うため、条例を整備するものです。 

 内容につきましては、施設の名称及び位置のほか、施設の種類、事業、指定管理者等に

ついて定めるものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行するものです。 

 議第８６号野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例についてご説明申し

上げます。 

 本議案につきましては、野洲市病院事業について平成３１年４月１日から地方公営企業

法の全部適用となることから、地方公営企業法第３８条第４項の規定に基づき、企業職員

の給与の種類及び基準を定めるため、条例を制定するものです。 

 内容につきましては、病院事業職員の給料や手当の種類、その手当の性格や支給事由等

の原則的な基準を定めるものであり、地方公営企業法の趣旨から具体的な給与の額、支給

方法等の細目的事項等は、企業管理規程で定めていくものです。 

 なお、本条例は、平成３１年４月１日から施行するものです。 

 議第８７号野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し
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上げます。 

 本議案につきましては、市立野洲病院の開院にあたり、市として医師を採用することと

なることから、その定年年齢を定めるものです。 

 内容につきましては、平成３０年３月２３日の市議会全員協議会でお示しをさせていた

だいた「野洲市民病院の幹部・医師の登用に係る考え方」のとおり、医師の定年は６５歳、

病院長の定年は７５歳として規定するものの他、所要の改正を行うものです。 

 なお、本条例は、平成３１年４月１日から施行するものです。 

 議第８８号野洲市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、地方自治法施行令第１６７条の１７の規定により、その対象を

条例で定めておりますが、契約対象を見直し、事務の合理化・効率化につなげるものです。 

 契約対象には、ＬＥＤ照明導入等施設に付随する物品等を追加しますが、経済活動の変

動に対応すべく規則で定めることと致します。 

 契約期間については、複数年の設定により経費の削減も期待できることから、商慣習を

踏まえ１０年以内とするべく、条例の一部を改正するものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行するものです。 

 議第８９号野洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正す

る省令において、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和及び家庭的保育者の居宅で保

育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大に

よる改正がされたことにより、所要の改正を行うものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行するものです。 

 議第９０号野洲市農村集落多目的共同利用施設条例の一部を改正する条例についてご説

明申し上げます。 

 本議案につきましては、農業振興を図るものとして、野洲市余熱利用施設にあわせて特

産物販売施設の設置を予定しており、その開発行為において都市計画法第２９条第１項第

３号に定める公益施設としての位置付けを行うため、所要の改正を行うものです。 

 内容につきましては、農村集落多目的共同利用施設の名称及び位置を追加するものです。 

 なお、本条例は、公布の日から施行するものです。 
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 議第９１号財産の取得についてご説明申し上げます。 

 消防ポンプ自動車の購入につきましては、市消防団中里分団の使用している消防ポンプ

自動車が購入後２０年を経過し、老朽化しているため更新するものです。 

 去る７月１９日に執行した入札の結果、契約金額を２，３３２万円８，０００円、契約

の相手方を株式会社モリタ関西支店支店長、合田 努と定め、物品購入契約を締結するた

め、地方自治法第９６条第１項第８号及び野洲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 議第９２号平成２９年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてご説明申

し上げます。 

 本議案につきましては、平成２９年度野洲市水道事業会計未処分利益剰余金７，４８１

万４，６５０円を、更新事業の財源とするため、建設改良積立金に積み立てることについ

て、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。 

 議第９３号平成２９年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてご説明

申し上げます。 

 本議案につきましては、平成２９年度野洲市下水道事業会計未処分利益剰余金４億７，

１４５万２，０５６円を、企業債償還の財源とするため、減債積立金に積み立てることに

ついて地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき議決を求めるものです。 

 最後に、人事案件として議第９４号及び議第９５号人権擁護委員の推薦につき議会の意

見を求めることについてご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、当市の人権擁護委員９名のうち、２名の人権擁護委員候補者を

推薦するものです。 

 まず、平成３０年１２月３１日で任期満了となります川端初美さんには、３期９年間に

わたりご活躍をいただいているところでありますが、ご勇退の申し出があり、その後任と

して、河上哲昭さんを推薦するものです。 

 河上さんは、昭和５２年から平成２７年に至るまで県内の小中学校や、教育委員会事務

局で教諭として勤務され、子どもと人権に関する課題に取り組んでこられ、人権に配意し

た教育に努めてこられました。 

 また、同じく同日で任期満了となります上船須磨子さんには、１期３年間にわたりご活

躍いただいているところですが、ご勇退の申し出があり、その後任として、森 清章さん

を推薦するものです。 
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 森さんは、平成２６年３月から平成３０年２月まで、冨波甲自治会会長・副会長として

４年間自治会活動にご尽力をいただいた方です。 

 ２名とも温厚篤実な人物で、人権擁護委員として適任と考え、法務大臣へ人権擁護委員

として推薦するにあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものです。 

 なお、任期につきましては平成３１年１月１日から平成３３年１２月３１日までの３年

間であります。 

 以上、提案の説明と致します。ご審議、ご採決、よろしくお願い致します。 

○議長（矢野隆行君） 次に、議第６７号から議第７８号までの決算認定について、代表

監査委員の久松信治氏より、審査結果の報告を求めます。 

 久松代表監査委員。 

○代表監査委員（久松信治君） おはようございます。代表監査委員の久松でございます。 

 それでは、平成２９年度一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算審査の概要に

つきましてご報告申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定に基づき審査に付されました、

平成２９年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況について、その内

容を詳細に審査致しましたところ、決算並びに附属書類とも関係法令に準拠して作成され

ており、その計数は正確であり、いずれも予算に基づき適正に執行されているものと認め

ました。 

 平成２９年度一般会計におきましては、昨年度大きく落ち込んだ法人税収が、雇用環境

の改善と景気の緩やかな回復基調が継続する中で、約２億５，０００万円の増加となり、

市税全体で、前年度に比べ約２憶８，２００万円の増収となっております。 

 また、財源手当てのための減収補塡債の発行もなく財政運営を行うなど、一般会計を含

め全ての特別会計においても実質収支は黒字決算となっており、順調な決算と言えます。 

 なお、経常収支比率につきましては、９４．６％であり、前年度の９５．２％からは０．

６ポイントの改善がありましたものの、引き続き財政運営の硬直化や、将来の財政負担に

留意すべきものと考えられます。 

 予算執行につきましては、透明・公正・公平と、市民参加の仕組みをもとに、市民の幸

せと安心を確保するまちづくりを実現するために取り組みをされたところであり、関係各

位のご尽力に深く敬意を表するものでございます。 
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 今後も、子育て支援や高齢者対策、特別支援教育の充実や生活困窮者支援事業などを積

極的に推進する必要があると思われます。こうしたことから、行財政運営にあたっては、

多様化する市民ニーズを的確に捉え、事業の必要性、費用対効果を総合的に判断し、引き

続き財源の確保と適切な予算執行により、一層の経費削減に努められ、市民が安心して安

全に暮らせるまちづくりの実現に向け、努力されることを期待しております。 

 次に、平成２９年度野洲公営企業会計につきまして、地方公営企業法第３０条第２項の

規定に基づき審査に付されました水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の決算

並びに附属書類の内容を審査致しました結果、共に関係法令に準拠して作成されており、

当年度の経営成績及び財政状況は適正と認めました。 

 水道事業会計では、平成２９年度より水道料金を改定され、経営の安定化を図られたこ

とから、今後は有収率の向上を図るためにも、老朽管の更新や、漏水対策をさらに進めて

いく必要があると思われます。 

 下水道事業会計につきましては、平成２９年度より地方公営企業法を適用して、公営企

業会計に移行されました。費用面では農業集落排水施設の公共下水道接続環境整備や、マ

ンホール蓋取り替え工事など、長寿命化事業整備に多額の経費が見込まれる上、施設整備

のために借り入れた企業債の多額の償還が残っているなど、今後とも経費の節減と収益の

確保に努め、効率的な事業運営を推進し、徹底した経営基盤の強化に取り組まれることを

期待しております。 

 病院事業会計は、平成２９年１２月２２日からスタートしたところであり、施設の実施

設計段階であるため、病院事業の営業は発生していないことから、今後は一日も早く病院

が開設されるとともに、地方公営企業の独立採算制の趣旨に沿った経営が行われることを

願うものでございます。 

 次に、平成２９年度財政健全化及び経営健全化審査の結果につきましては、いずれも早

期健全化基準、経営健全化基準を満たしており、特に指摘すべき事項はありませんでした。 

 財政健全化判断比率では、実質赤字比率及び連結実質赤字比率において、全会計とも収

支は黒字となっており、比率としてはあらわれませんでした。 

 実質公債費比率は１２．９％で、昨年度より０．７ポイント減少し、早期健全化基準の

２５％を下回っており、可としたものでございます。 

 将来負担比率は１０４．１％で、昨年度より２．７ポイント減少し、早期健全化基準の

３５０％を大きく下回っており、可としたものでございます。 



 －15－

 公営企業会計資金不足比率につきましては、水道事業会計、下水道事業特別会計、工業

団地等整備事業特別会計及び病院事業会計とも、それぞれ資金不足は発生しておらず、経

営健全化基準を満たしているものと認められました。 

 以上、平成２９年度野洲市一般会計、各特別会計及び公営企業会計の決算審査並びに財

政健全化、経営健全化審査結果の意見を申し述べ、報告とさせていただきます。 

 なお、詳細につきましてはお手元の平成２９年度野洲市一般会計及び各特別会計決算並

びに財政健全化、経営健全化審査意見書に記載しておりますので、後ほどご覧いただきた

いと存じます。 

 以上、よろしくお願い致します。 

 （日程第４） 

○議長（矢野隆行君） 日程第４、決算特別委員会の設置及び委員の選任を議題と致しま

す。 

 お諮り致します。 

 議第６７号から議第７８号までの議案の審査等を行うため、委員会条例第６条の規定に

より、１５人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置致したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。よって、議第６７号から議第７８号まで

の議案の審査等を行うため、１５人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置するこ

とに決しました。 

 お諮り致します。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第８

条第１項の規定により、議会選出監査委員及び本職を除く１５人の議員を指名致したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。よってただいま指名致しました議会選出

監査委員及び本職を除く１５人の議員を決算特別委員会の委員に選任することに決しまし

た。 

 暫時休憩致します。再開は追って連絡させていただきます。 

            （午前 ９時４０分 休憩） 
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            （午前１０時２０分 再開） 

○議長（矢野隆行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 久松代表監査委員より報告の訂正をお求めいただいておりますので、これを許します。 

 代表監査委員。 

○代表監査委員（久松信治君） 代表監査委員の久松でございます。 

 先ほどの平成２９年度一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算審査結果の報告

で、公営企業会計資金不足比率に関しまして、誤って「下水道事業特別会計」と申し上げ

ましたが、正しくは「下水道事業会計」でありますので、訂正させていただきます。 

○議長（矢野隆行君） この際、諸般の報告を致します。 

 休憩中に決算特別委員会が開催され、正副委員長の互選が行われ、結果について報告が

ありましたので、本職より報告致します。 

 決算特別委員会委員長に、第２番、山﨑敦志議員、副委員長に、第１３番、工藤義明議

員、以上のとおり互選されましたのでご報告致します。 

 以上で、本日の日程は全て終了致しました。 

 お諮り致します。 

 明８月３０日から９月４日までの６日間は、議案調査のため、休会と致したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（矢野隆行君） ご異議なしと認めます。明８月３０日から９月４日までの６日間

は休会することに決定致しました。 

 なお、念のために申し上げます。来る９月５日は午前９時から本会議を再開し、議案質

疑、一般質問等を行います。 

 本日はこれにて散会致します。お疲れさまでございました。（午前１０時２２分 散会） 
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